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令 和 ６ 年 ５ 月 3 1 日

新紙幣が発行されますので、お手元の

旧紙幣は使えなくなりますよ！今なら
係の者が交換に伺います。

7月３日から

新紙幣が発行されます。

旧紙幣をタンス預金してませんか？
マイナンバー制度で、収入と銀行預金を調べら

れて、税務調査が入る可能性があります。
銀行で一時的にお預かりしますよ。

◎ 上記は、一例ですが、紙幣が変わっても、

旧紙幣が使えなくなることありません。
「旧紙幣を交換する」「旧紙幣を預かる」等
と言われたら詐欺だと思ってください。

少しでも怪しいと思ったら警察に相談してください。

財務省です。
旧紙幣は使えなくなるから回収します。
旧紙幣を振り込んだら新紙幣に交換しますよ。


